
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続開始前３年以内の受贈者が生命保険金受取人の場合    

Ｑ：相続開始前３年以内に被相続人から贈

与を受けた者が、生命保険金だけを受け取っ

た場合は、申告をする必要がありますか？                          

                                              

Ａ：申告する必要があります。 

【解説】 

相続税では、相続又は遺贈により財産を

取得した者が、相続開始前３年以内にその

被相続人から贈与により財産を取得してい

る場合は、その者については、その贈与に

より取得した価額を相続税の課税価格に加

算した価額を相続税の課税価格とみなすこ

ととされています。 

そして、相続開始前3年以内にその相続に

係る被相続人からの贈与により財産を取得

した者がその被相続人から相続又は遺贈に

より財産を取得しなかった場合には、その

贈与財産の価額は相続税の課税価格に加算

しなくてよいこととなっています。 

したがって、相続開始前３年以内に贈与

を受けて、相続では財産を取得しなかった

という場合には、相続税の申告はする必要

がないということになります。 

しかし、お尋ねのように生命保険金を受

取ったという場合は、相続又は遺贈により

財産を取得したとみなされ、相続開始前３

年以内の贈与加算制度の適用を受取る者

(相続又は遺贈により財産を取得した者)に

該当することになりますので、この場合に

は、相続税の申告をしなければならないこ

ととなります。 
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